
 

 

 

 

 

バリアフリーマットを無料で貸出 

 

市は、４月から通年でバリアフリーマットの貸し出しを開始します。 

バリアフリーマットは、令和５年度から海水浴場で取り組んでいるバリアフリービーチで使用しており、

波打ち際まで敷くことで、車いすやベビーカーだけでなく、子供からお年寄りまで安全に砂浜を移動でき

ます。年間を通して、多くの人にご利用いただけるように、無料で貸し出すこととしました。 

海岸以外のイベントでも利用可能なので、ご活用ください。 

１ バリアフリーマットの貸出期間         

貸出期間：４月から通年（サザンビーチちがさき海水浴場開設期間を除く） 

 

２ 貸出方法 

（１）産業観光課の窓口、または電話で利用希望の連絡 

（２）保管倉庫の鍵、利用マニュアルを産業観光課窓口でお渡し 

(３)利用後、鍵を産業観光課へ返却 

 

３ その他・備考                     

   （１）予約状況については事前にお問合せください。 

   （２）使用方法と注意事項は、鍵とマニュアルのお渡しの際にご説明します。 

   （３）貸出にあたっては、市内での使用に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅 ヶ 崎 市 記 者 発 表 資 料 

２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 １ ０ 日 

経 済 部 産 業 観 光 課  課 長  青 木  聡 

電 話 ０ ４ ６ ７ （ ８ ２ ） １ １ １ １  内 線 ２ ３ ９ ９ 

バリアフリーになった砂浜 

 

 

 


